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計画策定の趣旨・背景                              

 

 

 〇 本市では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」（昭和 35 年法律第 123

号。以下「法」という。）等に基づき、障がいのある方を対象とした職員採

用試験の実施や、働きやすい職場環境の整備などに取り組んできました。 

  

〇 令和元年６月からは、法が一部改正され、国及び地方公共団体は、障がい

のある職員の活躍を推進するため、障害者活躍推進計画の作成及び公表が義

務付けられました。（法第 7 条の３第１項及び同条第 5 項）  

  

〇 これを受け、本市でも、さらなる障がい者雇用の促進に努めるとともに、

障がいのある職員一人ひとりが、その障がいの特性や個性に応じて、能力を

最大限発揮することができる職場環境づくりを進めるため、『青森市障がい

者活躍推進計画』を策定しました。 

  

○ 前計画の目標の達成に向けた様々な取組を進めてきた結果、市長部局・各

機関において障がい者雇用率は法定雇用率を上回っているところです。今後

も法定雇用率を達成しつつ、障がいのある職員がその能力や適性を最大限発

揮することができる職場づくりを進めるため、令和８年４月から令和１３年

３月までの５年間を期間とする障がい者活躍推進計画を策定します。 

 

〇 なお、計画の策定については、障がい者雇用や活躍推進に市全体で取り

組むため、青森市長、青森市議会議長、青森市教育委員会、青森市選挙管

理委員会委員長、青森市代表監査委員、青森市農業委員会、青森市公営企

業管理者企業局長と連携して策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

１ 計画期間                                 

 

  令和８年度～令和１２年度（５年間） 

 

２ 目標                                 

 

（１） 採用に関する目標 

〇 法定雇用率を上回る採用を推進します。 

    （評価方法） 毎年の任免状況通報により把握します。 

 

 ※障害者雇用促進法（法第 40 条）により、厚生労働大臣に対し、毎年一回、 

障害者である職員の任免に関する状況を通報するもの（６月１日時点）。 

 

【障害者雇用率の推移】                                        （単位：％） 

区分/年度 R3 R4 R5 R6 R7 

法定雇用率 2.60 2.60 2.60 2.80 2.80 

障害者 

雇用率 

市長部局 1.78 2.35 2.46 2.69 2.85 

教育委員会 2.81 3.02 3.01 3.06 3.06 

企業局水道部 4.34 2.75 3.42 3.18 2.89 

企業局交通部 3.64 3.49 3.52 4.41 5.38 

（各年度 6 月 1 日時点） 

 

 

（２） 定着に関する目標 

〇 不本意な離職者を極力生じさせないよう努めます。 

（評価方法） 障害者職業生活相談員との面談等により把握します。 

 

 

（３） 満足度及びワーク・エンゲージメントに関する目標 

〇 満足度及びやりがい等について、90.0％を上回るよう努めます。 

（評価方法） 毎年６月時点で在籍している障がいのある職員（新規採

用を除く）に対し、アンケート調査を実施し、満足度等を

把握します。 

 

※ ワーク・エンゲージメント（仕事への積極的関与の状態） 

「仕事に誇りや、やりがいを感じている」（熱意）、「仕事に熱心に取り 

組んでいる」（没頭）、「仕事から活力を得ていきいきとしている」（活力） 

の３つが揃った状態として定義されるもの。 
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3 障がい者の活躍に向けた取組                      

 

（１）障がい者の活躍を推進する体制整備 

 

①  「障害者雇用推進者」の配置 

法第７８条第１項の規定に基づき、障がい者の雇用の促進及び継続を

図る障害者雇用推進者として、市長部局・各機関の人事担当課長を選任

し、障がい者の雇用の推進及び障がいのある職員の雇用の安定に取り組

みます。 

 

各機関の障害者雇用推進者 

市長部局  総務部人事課長（下記以外の機関を含む） 

教育委員会 教育委員会事務局総務課長 

企業局   企業局水道部総務課長・企業局交通部管理課長 

 

②  「障害者職業生活相談員」の配置 

法第７９条第１項の規定に基づき、職業生活全般の相談・指導を行う障

害者職業生活相談員として、市長部局は総務部人事課の「障がい者雇用専

任員」、障がいのある職員を５人以上任用している機関は、人事担当課職

員を選任し、定期的な面談等の相談業務を行います。 

 

③ 「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」の受講 

     障がいのある職員が配属されている部局を中心に、労働局が開催する 

「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」の受講案内を行い、精神・ 

発達障害者しごとサポーターとしての職員を養成します。 

 

④ 外部関係機関との連携体制 

障がいのある職員の支援に関し、職場以外の日常生活や疾病の症状     

等に関する相談等にも対応するため、外部の関係機関（労働局、公共職業

安定所、その他障がいのある方が利用している支援機関等）との連携・協

力関係を継続します。 

 

  ⑤ 各職場におけるサポートの充実  

職員への障がいに対する知識と理解を深める研修のほか、障がいのあ 

る職員とともに働いている職員の支援の状況について情報共有し、各職

場における職員のサポート力の向上を図ります。 
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（２） 障がいのある職員の活躍の基本となる業務の選定・創出 

 

①  障がいの特性と能力に応じた業務の選定 

・障がいのある方の個々の特性を踏まえ、本人の希望や能力・適性に応 

じて、本人に合った業務の割振り又は職場への配置を行います。 

・定期的に障害者職業生活相談員と面談を行い、障がいのある職員の心 

身の状態の把握と業務について、適切なマッチングができているか相 

談に応じるとともに、必要に応じて配置課と連携・調整を図り業務内 

容の検討を行います。 

 

②  障がいのある職員に適した業務の創出 

各部局から業務の切り出しを行い、障がいの特性や、個性に応じて能力 

を発揮できる業務を創出します。 

 

（３） 障がいのある職員の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

  

① 環境整備 

   【施設・執務環境整備】 

・障がいのある職員の障がいの特性に応じた執務スペースや動線の確 

保に努めます。 

・障がいのある職員の要望に応じ、音声読み上げ機能付き機器やパソ 

コン及び周辺機器等の就労支援機器の導入を検討していきます。 
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 【障がいに応じた業務手順・手法の見直し】 

障がいのある職員からの要望等を踏まえ、作業マニュアルやチェック 

リストの作成、作業手順の簡素化や見直しを検討します。 

 

② 募集・採用 

     【採用試験時の対応】 

・障がいのある方が受験する際に、配慮を希望する事項を受験申込時 

 に確認します。 

・採用試験の申込の際に、障がいの特性に応じた配慮の申出があった 

場合は、点字試験を実施するなど、申込者の障がいの特性に応じて 

可能な限り対応します。 

 

【募集・採用に当たっての対応】 

  募集・採用に当たっては、以下の取扱いを行わないこととします。 

・特定の障がいを排除し、または特定の障がいに限定すること。 

・「自力で通勤できること」といった条件を設定すること。  

・「介助者なしで業務遂行が可能」といった条件を設定すること。  

・「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられ  

ること」といった条件を設定すること。  

・特定の就労支援機関からのみの受け入れを実施すること。 

 

③ 働き方 

【ワーク・ライフ・バランスの推進】 

時間外勤務の縮減や年次有給休暇の取得促進に係る取組を推進します。 

 

【柔軟な働き方の推進】 

テレワーク勤務や時差出勤・早出遅出制度などの柔軟な勤務時間制度

の利用を促進します。 

  

④ キャリア形成 

人事評価制度や研修等を通じて、実務能力の向上を図ります。  

 

  ⑤ インターンシップ・職場実習 

     インターンシップにおいて障がいのある学生の受け入れを行うとと
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もに、特別支援学校の生徒や就労移行支援事業所の利用者等を対象とし

た職場見学や職場実習を積極的に行います。 

  

（４） 優先調達 

      「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関す

る法律」（障害者優先調達推進法）に基づく障害者就労施設等への発注

等を通じて、障がい者の活躍の場の拡大を推進します。 

 


